
○国立大学法人埼玉大学研究機構戦略研究センター規程

令和４年３月 17 日 
規 則 第 3 5 号 

（趣旨） 

第１条  この規程は、国立大学法人埼玉大学研究機構規程第４条第２項の規定に

基づき、戦略研究センター（以下「センター」という。）に関し、必要な事項

を定める。 

（目的） 

第２条  センターは、国立大学法人埼玉大学（以下「本学」という。）における

戦略的研究を推進し、その成果を学術・科学技術・社会等へ波及させることを

目的とする。 

（ 研 究 領 域 等 ）  

第３条  センターに、本学の強みを有する研究領域の研究を推進する戦略的研究

領域（以下「研究領域」という。）として、次の研究領域を置く。 

  Ｘ線・光赤外線宇宙物理研究領域 

グリーンバイオサイエンス研究領域 

  健康科学研究領域 

  循環型ゼロエミッション社会形成研究領域 

  進化分子デザイン研究領域 

  東アジアＳＤ研究領域 

  未来光イノベーション研究領域         

２  研究領域の設置期間は、５年とする。 

３  センターに、新たに本学の強みとなる研究領域の創出を目指すインキュベー

ション研究グループ（以下「研究グループ」という。）を置くことができる。 

４  研究グループの設置期間は、５年以内とする。 

５  研究領域及び研究グループの設置に関する手続については、別に定める。 

（業務） 

第４条  センターにおいては、各研究領域及び各研究グループの目的に基づき、

当該研究を行う。 

（組織） 

第５条  センターに、次の教職員を置く。 

(1) センター長 

( 2 )  副 セ ン タ ー 長  

(3) 研究領域長 



(4) 研究グループ長 

(5) 兼任教員 

(6) その他の教職員 

２  セ ン タ ー に 、 専 任 教 員 及 び 特 任 教 員 を 置 く こ と が で き る 。  

（センター長） 

第６条  センター長は、研究機構長をもって充てる。 

２  センター長は、センターの管理運営を掌理する。 

（副センター長） 

第７条  副センター長は、研究機構副機構長（研究推進担当）をもって充てる。 

２  副センター長は、センター長の命を受け、センターの管理運営を掌理補佐す

る。 

（研究領域長） 

第８条  研究領域長は、当該研究領域に参画する本学の専任教員の中から、学長

が委嘱する。 

２  研 究 領 域 長 は 、 当 該 研 究 領 域 の 業 務 を 掌 理 す る 。  

３  研究領域長の任期は、学長がその都度定めるものとし、再任を妨げない。た

だし、当該研究領域の設置期間の範囲内とする。 

（研究グループ長） 

第９条  研究グループ長は、当該研究グループに参画する本学の専任教員の中か

ら、学長が委嘱する。 

２  研 究 グ ル ー プ 長 は 、 当 該 研 究 グ ル ー プ の 業 務 を 掌 理 す る 。  

３  研究グループ長の任期は、学長がその都度定めるものとし、再任を妨げない。

ただし、当該研究グループの設置期間の範囲内とする。 

（兼任教員） 

第１０条  兼任教員は、研究領域又は研究グループに参画する本学の専任教員を

もって充て、学長が委嘱する。 

２  兼任教員の任期は、学長がその都度定めるものとし、再任を妨げない。ただ

し、当該研究領域又は研究グループの設置期間の範囲内とする。 

（センター会議） 

第１１条  センターに戦略研究センター会議（以下「センター会議」という。）

を置き、次に掲げる事項を審議する。 

(1) センターの運営及びその具体的方策に関する事項 

(2) その他センターに関する事項 

第１２条  センター会議は、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) センター長 



( 2 )  副 セ ン タ ー 長  

(3) 研究領域長 

(4) 研究グループ長 

(5) その他センター長が必要と認めた者 

第１３条  センター会議に委員長を置き、センター長をもって充てる。ただし、

センター長に事故あるときは、副センター長がその職務を代行する。 

２  委員長は、センター会議を招集し、その議長となる。 

３  センター会議は、委員総数の過半数の出席がなければ、会議を開くことがで

きない。 

４  議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

５  議長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴

くことができる。 

（事務） 

第１４条  センターの事務は、研究・連携推進部研究推進・国際連携課において

処理する。 

（雑則） 

第１５条  この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、

別に定める。 

附 則

１ この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

２  この規程施行の際、その前日において、改正前の国立大学法人埼玉大学大学

院人文社会科学研究科研究部規程第４条第１項の規定に基づき現に設置され

ている第３条第１項に規定する東アジアＳＤ研究領域の設置期間は、同条第２

項の規定にかかわらず、令和６年３月31日までとし、当該設置期間終了年度に

活動内容等の評価を行い、１回に限り３年の範囲内で設置期間を延長できるも

のとする。 


